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船舶インシデント調査報告書 

 

                              令和元年７月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 平成３０年１２月１２日 ２３時５０分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島西南西方沖 

 姫島港東防波堤灯台から真方位２６２°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４２.８′ 東経１３１°３５.９′） 

インシデントの概要 引船寿和
す わ

丸は、台船８０１をえい
．．

航して東南東進中、舵装置が故障

して運航不能となった。 

インシデント調査の経過  平成３１年１月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 寿和丸、９０.７７トン 

  ９８２３５、関門水中開発株式会社（Ａ社） 

  ２１.７２ｍ（Lr）×６.３０ｍ×２.８０ｍ、鋼 

  ディーゼル機関、４４１kＷ、昭和４０年１１月 

Ｂ 台船 ８０１ 

なし、Ａ社 

３６.０ｍ×１５.０ｍ×２.５ｍ、鋼 

機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

  五級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和６２年７月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年３月２７日 

免状有効期間満了日 令和４年７月８日 

機関長Ａ 男性 ４５歳 

  五級海技士（機関） 

   免 許 年 月 日 平成２２年９月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月１日 

免状有効期間満了日 令和２年９月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 
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 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約８～１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ 

 インシデントの経過 Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか１人が乗り組み、船体ブロックを

積載したＢ船をＡ船の船尾部から約１５０ｍのえい
．．

航索で繋
つな

いだ引船

列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、平成３０年１２月１２

日１６時００分ごろ大分県大分市所在の造船所に向けて関門港西山区

を出港した。 

Ａ船引船列は、船長Ａが単独の船橋当直につき、姫島西南西方沖を

約４～５ノットの対地速力で、自動操舵により東南東進中、２３時

５０分ごろ、Ａ船の船尾側から異音が発生するとともに、舵が制御不

能となって右舵が取られ、右転を開始し、航行不能となった。 

船長Ａは、主機を中立運転として漂泊し、機関長と共に船尾部の舵

機室で舵装置の点検を行ったところ、舵装置の左側油圧シリンダの

ロッドのねじ部がつぶれてロッドが固定部から抜け出ているのを認

め、海上保安庁に本インシデントの発生を通報するとともに、Ａ社担

当者に報告した。（図１、写真１参照） 
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 Ａ船は、１３日１４時１０分ごろＢ船を引船に引き渡した後、１４

日０８時００分ごろ来援した別の引船にえい
．．

航され、福岡県北九州市

所在の造船所の岸壁に着いた。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

 舵機室の舵装置は、油圧ポンプ、油圧シリンダ、ピストン、ロッ

ド、チラー等で構成されている。 

 本船は、１０年以上前に、右舷側のロッドが固定部から抜け出たこ

とがあり、ふだん当直者が見回り時に両舷のロッドの点検を実施して

いたものの、本インシデント当日、異常が発見されなかった。 

 本船の舵装置のロッドは、就航時のものが使用されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、姫島西南西方沖を東南東進中、舵装置左舷側の固定部にね

じ込まれていたロッドのねじが経年使用によりつぶれた状態で運転され

たことから、ロッドが固定部から抜け出て舵装置の使用ができなくな

り、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、姫島西南西方沖を東南東進中、

舵装置左舷側の固定部にねじ込まれていたロッドのねじが経年使用によ

りつぶれた状態で運転されたため、ロッドが固定部から抜け出て舵装置

の使用ができなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・舵装置のロッドのねじ込み部は、専門業者等により定期的な点検

を行い、必要であれば取替え等を行うことが望ましい。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 
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